
手話通訳者派遣事業委託契約書
　手話通訳者派遣事業（以下「事業」という。）の委託について、別添市町村（以下「市町村」という。）から委任を受けた高知県（以下「甲」という。）と社団法人高知県聴覚障害者協会（以下「乙」という。）とは、次の条項により委託契約を締結する。
　（信義誠実の義務）
第１条　甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
　（委託の内容）
第２条  甲が乙に委託する事業は、「手話通訳者派遣事業実施要綱」に定めるとおりとする。
　（委託料）
第３条  市町村は、前条に規定する事業の遂行に要する費用（以下「委託料」という。）として、「手話通訳者派遣基準」に定める金額の範囲内で乙に支払うものとする。
  （委託料の支払）
第４条  乙は、前条の委託料について、四半期毎に市町村に請求するものとする。

２　市町村は、前項の規定による適法な請求を受けたときは、乙の請求書を受理した日から起算して１５日以内に支払うものとする。
  （遅延利息）
第５条  市町村の責に帰すべき事由により、前条第２項に規定する委託料の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3.4パーセントの割合で計算した額を遅延利息として市町村に請求することができる。

２　前項の規定による遅延利息の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
  （委託期間）
第６条  委託期間は、平成１８年１０月１日から平成１９年３月３１日までとする。
  （契約の更新）
第７条  この期間満了の日の１月前までに甲又は乙のいずれからも別段の意思表示がなかったときは、この契約はその後１年に限り更新されるものとし、その後の更新についても期間満了の日の１月前までに甲又は乙のいずれからも別段の意思表示がなかったときは、同様とする。
  （権利義務の譲渡等の禁止）
第８条  乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。
  （再委託の禁止）
第９条  乙は、この事業の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ甲が委託することが必要であると認めたときは、この限りではない。
  （実地調査等）
第10条  市町村は、この事業の内容について随時実地に調査し、又は所要の報告を求めることができる。この場合、乙は、その調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告を怠ってはならない。
　（グリーン購入）
第11条　乙は、事業の実施にあたって物品等を調達する場合は、甲の定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
  （経理）
第12条  乙は、事業の収支に関する帳簿を、ほかの事業と区分して、経理しなければならない。
  （事業の停止）
第13条  市町村は、次の各号の一に該当する場合は、事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は契約を解除し、既に支払った委託料の全部若しくは一部の返還を乙に請求することができる。
  (1) 乙が、この契約の条項に違反したとき。
  (2) 乙が、事業を遂行することが困難であると甲が認めたとき。
  （危険負担）
第14条  委託業務を行うにあたり生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害のうち市町村の責に帰すべき事由によるものについては、市町村が負担する。
２　市町村は、前項の規定により乙が負担すべき損害について第三者に対して賠償した場合は、乙に対して、賠償した金額及び賠償に伴い発生した費用を求償することができる。

　（秘密の保持）

第15条　乙は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

　（個人情報の保護）

第16条　乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。

  （疑義の決定等）
第17条  この契約に関し疑義のあるとき又はこの契約に定めのない事項が生じた場合は、甲乙及び市町村が協議のうえ定めるものとする。
  （裁判管轄）
第18条  この契約に関する訴訟は、高知地方裁判所に提訴するものとする。
  この契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その１通を保有するものとする。
  平成１８年９月２９日
              甲  高　知　県
                  契約担当者  高知県知事  橋　本　大二郎
乙  高知市越前町２丁目４番１５号
社団法人高知県聴覚障害者協会　　　　　　　　　
                      　　　　会長　山　中　睦　子



















